
 
 

    

農業者年金を受給されている方は、毎年毎年毎年毎年 6666 月末日月末日月末日月末日までに現況届を

農業委員会に必ず提出してください。 

現況届が提出されない場合、11 月の支払いから提出されるまでの

間、年金の支払いが差し止められますのでご注意ください。 


